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平
成
28
年
３
月
に
「
第
２
次
那
須
町

環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
が
、

計
画
の
中
間
年
度
に
あ
た
り
、
新
た
な

環
境
問
題
の
発
生
や
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
計
画
の
見
直

し
を
進
め
て
い
ま
す
。
計
画
改
訂
版

（
素
案
）
に
対
す
る
意
見
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

▼
計
画
改
訂
版
の
概
要　

環
境
の
現
状

と
課
題
、
主
な
事
業
、
環
境
目
標
の

指
標
を
中
心
に
見
直
し
を
行
っ
て
い

ま
す
。

▼
意
見
を
提
出
で
き
る
方　

①
町
民
、

②
町
内
に
事
務
所
、
事
業
所
を
有
す

る
個
人
・
法
人
、
③
町
内
在
勤
者
、

④
町
内
在
学
者
、
⑤
町
に
対
し
納
税

義
務
を
有
す
る
個
人
・
法
人
、
⑥
本

計
画
に
利
害
関
係
を
有
す
る
方

▼
募
集
期
限　

６
月
１
日
㈪
（
６
月
１

日
の
消
印
有
効
）

▼
閲
覧
場
所

①
窓
口　

役
場
本
庁
環
境
課（
土
日
祝
日

を
除
く
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

②
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法　

閲
覧
場
所
①
の

窓
口
ま
た
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
電
子

メ
ー
ル
お
よ
び
郵
送
の
い
ず
れ
か
の

方
法
で
、
「
意
見
用
紙
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
「
意
見
用
紙
」
は
閲
覧
窓
口
に
備
え

付
け
て
あ
る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
電
話
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
受
け
付

け
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
個
人
情
報
は
目
的
以
外
に
は
使
用
し

ま
せ
ん
。

※
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

▼
意
見
の
公
表　

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、

内
容
を
整
理
し
て
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
ま
す
。

※
個
々
の
意
見
に
対
し
て
直
接
回
答
は

し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
本
件
に
直
接
関
係
が
な
い
意
見
に
は
、

町
の
考
え
方
は
示
し
ま
せ
ん
。

▼
意
見
提
出
先
・
問
合
せ

環
境
課
環
境
保
全
係

☎
72 
６
９
１
６　
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那
須
町
大
字
寺
子
丙
３
‐
13

工
業
統
計
調
査
は
、
わ
が
国
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義
務
が

あ
る
重
要
な
統
計
で
す
。

調
査
結
果
は
、
中
小
企
業
施
策
や
地

域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
活

用
さ
れ
ま
す
。
調
査
時
点
は
６
月
１
日

で
す
。
調
査
票
へ
の
回
答
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
同
時
に
実
施
し
て
い
る
経
済
構
造
実

態
調
査
の
対
象
事
業
所
・
企
業
等
は
、

両
調
査
に
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　

企
画
財
政
課
総
合
政
策
係

☎
72 

６
９
０
６

児
童
手
当
は
、
中
学
校
修
了
前
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
す

る
手
当
で
す
。

○
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

毎
年
６
月
中
に
「
児
童
手
当
現
況
届
」

の
提
出
が
必
要
で
す
。
対
象
の
方
に
は
、

６
月
上
旬
に
通
知
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
現
況
届
の
提
出
が
遅
れ
る
と

６
月
分
以
降
の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
新
た
に
申
請
す
る
方

お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
り
、
他
市
区

町
村
か
ら
の
転
入
等
で
、
新
た
に
児
童

手
当
を
受
給
す
る
場
合
に
は
、
児
童
手

当
の
認
定
請
求
（
申
請
）
が
必
要
で
す
。

認
定
請
求
は
、
出
生
や
転
入
し
た
日
の

翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
が
遅
れ
る
と
、
手
当
の
支

給
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
認
定
請
求
（
申
請
）
に
必
要
な
も
の

・
印
か
ん

・
預
金
通
帳
（
請
求
者
本
人
の
も
の
）

・
請
求
者
と
配
偶
者
の
個
人
番
号
が
分

か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

通
知
カ
ー
ド
等
）

・
請
求
者
の
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
等
）

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
厚
生
年
金

に
加
入
し
て
い
る
方
）

※
そ
の
他
に
も
状
況
に
よ
り
、
必
要
な

も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
手
当
の
月
額
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

・
３
歳
未
満　
　
　

１
万
５
千
円

・
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　
　
　
　
　
　
　
　

１
万
円

（
第
３
子
以
降　

１
万
５
千
円
）

・
中
学
生　
　
　
　

１
万
円

※
受
給
者
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場

合
は
特
例
給
付
（
児
童
１
人
に
つ
き
、

一
律
５
千
円
）
を
支
給
し
ま
す
。

▼
手
当
の
支
給
日
（
原
則
）

毎
年
６
月
、
10
月
、
２
月
の
10
日

※
支
払
月
の
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
支

給
し
ま
す
。

○
寄
付
が
で
き
ま
す

児
童
手
当
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
支

給
を
受
け
ず
に
、
子
ど
も
の
健
や
か
な

成
長
を
支
援
す
る
た
め
に
役
立
て
て
欲

し
い
と
い
う
場
合
に
は
、
町
に
寄
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
受
付
窓
口　

住
民
生
活
課
、
各
支
所

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

☎
72 

６
９
０
８　

環境基本計画改訂版（素案）への
意見を募集しています

パブリックコメント

２
０
２
０
年
工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

児
童
手
当
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す


